
日時：令和３年３月２２日（月） １７時３０分～

場所：災害対策本部室（本庁舎３階）ほか

１ 開 会

２ 本部長あいさつ

３ 報告事項

（１）鳥取市新型コロナウイルス感染症感染症対策本部について

（２）ワクチン接種について

（３）鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第６７回）の概要について

（４）市長メッセージ

４ 閉 会

第６３回
鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
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１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部について ①

新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第32条第１項の規定に
基づき、令和３年１月７日、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言をしたところであ
るが、緊急事態措置を実施すべき期間とされている同年３月21日をもって、緊急事態が
終了する旨を公示した。

【出典：内閣官房：新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の概要
（令和3年3月18日発出）】
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１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部について ②

【新型インフルエンザ等対策特別措置法（抜粋）】
（市町村行動計画）
第八条 市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に

関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を作成するものとする。
２ 市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
二 市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
ロ 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ハ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置

三 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
四 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し市町村長が必
要と認める事項

（市町村対策本部の設置及び所掌事務）
第三十四条 新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところに

より、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。
２ 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総
合的な推進に関する事務をつかさどる。
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１ 対 象 鳥取市民 185,890人（基準日R3.1.1人口）
２ 接種方法 医療機関等での個別接種と集団接種の併用

※交通弱者に対して、シャトルバス運行等による集団接種会場まで
の移送支援を予定。

３ 接種回数 ２回
４ 接種料金 無料
５ ワクチン 国の承認を受けたワクチン（ファイザー社製）

【接種目的】
新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと

で鳥取市民の安心と安全を確保するため、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「
ワクチン」という。）の接種を進めることを目的とする。

【接種の概要】

ワクチン接種の目的及び概要

２ ワクチン接種について ①
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No. 対象者 対象人数 算定方法 ※1

１ 医療従事者 5,577人 総人口の３％

２ 高齢者（65歳以上） ※2 57,718人 R3.1.1 65歳以上の者の合計

３ 基礎疾患を有する者 ※3 11,711人 総人口の６.３％

４ 高齢者施設等従事者 2,788人 総人口の１.５％

５ 上記以外の者 108,096人

合 計 185,890人 R3.1.1

※３ １．以下の病気や状態の方で、通院または入院されている方
 慢性の呼吸器の病気  慢性の心臓病（高血圧を含む。）  慢性の腎臓病  慢性の肝臓病（肝硬変等）
 インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病  血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。） ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患  神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）  染色体異常
 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）  睡眠時無呼吸症候群
 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支

援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）
２．基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

※２ 令和３年度中に65歳以上に達する人

※１ 対象人数は国策定の「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（2.1版）」に掲載の
接種対象者数の算定方法の例による。

接種順位及び対象人数

※本市が計画する接種の対象者は、上記のうち医療従事者5,577人を除いた180,313人。

２ ワクチン接種について ②
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ワクチン接種に関する相談体制

◆鳥取市 新型コロナワクチン接種専用コールセンター
・受付時間：8：30～17：15（土日・祝日も含む）
・連絡先：TEL 0857-30-8535

【市町村】接種手続き等に関する一般的な相談

◆鳥取県 新型コロナワクチン相談センター ※3月8日（月）開設
・受付時間：9：00～17：15（土日・祝日も含む）
・連絡先：TEL  0120-000-406 FAX  0857-50-1033

【都道府県】医学的知見が必要となる専門的な相談

◆厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター
・受付時間：9：00～21：00（土日・祝日も含む）
・連絡先：TEL 0120-761-770

【国】コロナワクチン施策の在り方等に関する問合せ

２ ワクチン接種について ③
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市長メッセージ 

 

市民の皆様はじめ、医療関係者の皆様、事業者の皆様におかれましては、日頃から新型コロナウイ

ルス感染症の感染予防の取り組みと社会経済活動の両立にご尽力いただきまして、心より感謝申し上

げます。 

3 月 21 日をもって政府が 1 都 3 県の緊急事態宣言を解除しました。しかしながら全国では感染者

数は横ばい、あるいは微増の傾向がみられ感染のリバウンドが懸念されています。 

4 月を迎えるにあたり、緊急事態宣言解除と共に人の往来が増す時期となります。今一度、感染予

防のための基本動作の徹底と、3 つの密を避ける行動を継続し、感染防止に努めていただきますよう

お願いします。 

なお、倦怠感やのどの違和感、発熱、味覚・嗅覚など少しでも違和感を自覚した場合には出歩かず、

まずは事前に「かかりつけ医」に連絡し、相談をお願いします。相談先に迷う場合は「受診相談セン

ター」にご連絡をお願いします。 

また、接種を希望される市民の皆様にワクチンを円滑に接種できるよう、現在、準備を進めていま

す。接種券の配布時期、接種体制などワクチン接種に関する情報は随時お知らせしてまいります。 

市民の皆様おかれましては気を緩めることなく、今後とも感染症対策にご理解とご協力をお願いい

たします。 
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